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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調温対象物（１０）が収容される貯蔵室（３０Ａ）を内部に有する筐体（３）と、
　送風機（２１）を有し、前記筐体に一体に設置されて、前記送風機によって前記貯蔵室
に送風される空調風をつくる空調機（２）と、
　前記送風機によって送風された前記空調風を前記貯蔵室に向けて吹き出す吹出部（２３
）と、
　前記貯蔵室を通過した前記空調風を吸い込む吸込部（２４）と、
　前記調温対象物よりも前記吸込部側に設けられ、前記貯蔵室と前記吸込部との間に前記
貯蔵室に対して負圧となる差圧形成室（３０Ｂ）を区画形成する区画部材（６）と、
　を備え、
　前記区画部材は、
　前記貯蔵室の天井部から所定の高さまで前記空調風の通風を遮断する遮風部（６ａ）と
、
　最大収容量収容された場合の前記調温対象物の高さと同等の上下寸法で前記遮風部の下
方に設けられ、前記空調風が前記貯蔵室から前記差圧形成室へ通風抵抗を受けつつ通過可
能な整流部（６ｂ）と、
　を前記調温対象物と別体に有する調温貯蔵装置。
【請求項２】
　前記区画部材は、前記筐体の内部においてあらかじめ決められた位置に固定されている
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請求項１に記載の調温貯蔵装置。
【請求項３】
　前記区画部材は、前記遮風部と前記整流部とを一体に有する板状部材である請求項１ま
たは請求項２に記載の調温貯蔵装置。
【請求項４】
　前記整流部は、前記空調風が通風可能な複数の孔部（６１）を全体にわたって有する板
状部材である請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の調温貯蔵装置。
【請求項５】
　前記整流部は、開口率が０．５％から３０％の間である請求項４に記載の調温貯蔵装置
。
【請求項６】
　前記貯蔵室に吹き出した前記空調風を案内する風向案内部材（５ａ、５ｂ）を上下方向
に複数有する請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の調温貯蔵装置。
【請求項７】
　前記整流部の上部領域における前記空調風の通風を遮断する封止部材（７）を有する請
求項１から請求項６のいずれか１項に記載の調温貯蔵装置。
【請求項８】
　前記貯蔵室に収容された状態の前記調温対象物の上部を被覆可能な被覆部材（８）を有
する請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の調温貯蔵装置。
【請求項９】
　車両、船舶、航空機の少なくとも１つによって運搬される請求項１から請求項８のいず
れか１項に記載の調温貯蔵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書における開示は、内部に温調の対象とする調温対象物を収容する調温貯蔵装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、調温貯蔵装置が開示されている。この調温貯蔵装置は、吹出口と吸込
口とが収容空間の対角位置に設けられているため、全ての収容物に空調風が通風可能とな
っている。調温貯蔵装置は、収容空間の天井から垂れ下がるように設けられた可撓性の膜
部材よりなるシャッターを有する。シャッターは、収容物と収容空間の天井との間を塞ぐ
ように配置されることで、冷風が上部隙間を抜けることを抑制できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１６１４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の調温貯蔵装置は、収容物全体に空調風をムラなく通風させるには限界があ
り、調温ムラのさらなる改善が求められている。さらに、収容物の量が少ないとシャッタ
ーで収容物の上部隙間を十分に閉塞することができず、空調風が上部隙間を抜けて通風し
てしまうという問題がある。また、収容物を配置する際に収容物と収容物との間の隙間が
大きくなると、この隙間から吹き抜けるて収容物の調温に寄与しない空調風の量が大きく
なってしまうという問題がある。すなわち、特許文献１の調温貯蔵装置は、収容物の量ま
たは配置によって調温性能が低下しやすく、これを考慮して収容物を収容しなければなら
ないため作業性が悪いという問題がある。また、収容物の収容作業においてシャッターを
配置する作業が必要となるため、この点においても作業性が悪い。
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【０００５】
　開示される目的は、調温ムラを改善するとともに、作業性を向上可能な調温貯蔵装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この明細書に開示された複数の態様は、それぞれの目的を達成するために、互いに異な
る技術的手段を採用する。また、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は
、ひとつの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例であ
って、技術的範囲を限定するものではない。
【０００７】
　開示された調温貯蔵装置のひとつは、調温対象物（１０）が収容される貯蔵室（３０Ａ
）を内部に有する筐体（３）と、送風機（２１）を有し、筐体に一体に設置されて、送風
機によって貯蔵室に送風される空調風をつくる空調機（２）と、送風機によって送風され
た空調風を貯蔵室に向けて吹き出す吹出部（２３）と、貯蔵室を通過した空調風を吸い込
む吸込部（２４）と、調温対象物よりも吸込部側に設けられ、貯蔵室と吸込部との間に貯
蔵室に対して負圧となる差圧形成室（３０Ｂ）を区画形成する区画部材（６）とを備える
。区画部材は、貯蔵室の天井部から所定の高さまで空調風の通風を遮断する遮風部（６ａ
）と、最大収容量収容された場合の調温対象物の高さと同等の上下寸法で遮風部の下方に
設けられ、空調風が貯蔵室から差圧形成室へ通風抵抗を受けつつ通過可能な整流部（６ｂ
）とを調温対象物と別体に有する。
【０００８】
　この開示によれば、区画部材によって差圧形成室を形成することによって、貯蔵室から
差圧形成室に対して空調風が吸い込まれる流れが形成される。区画部材は、遮風部と整流
部を有しているため、区画部材を通過する空調風は、整流部側に片寄るようにして流れる
。この整流部側に片寄った空調風の流れにより、貯蔵室における調温対象物が収容され得
る空間に対して空調風を均一に通風させることができる。これにより、調温ムラを改善で
きる。また、整流部側に片寄った空調風の流れは、調温対象物の量または配置に関わらず
形成される。したがって、空調風が調温対象物の上部を吹き抜けることを抑制できる。ま
た、調温対象物と調温対象物との間の隙間が大きくなるような場合でも、均一な通風によ
り調温に寄与しない空調風の量を抑制できる。すなわち、調温対象物の量や配置による調
温性能の低下を抑制でき、これにより作業性を向上できる。さらに、調温対象物の収容作
業においてシャッター等を設置する必要がないため、この点でも作業性を向上できる。以
上により、調温ムラを改善するとともに、作業性を向上可能な調温貯蔵装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の調温貯蔵装置に係る調温貯蔵装置の構成図である。
【図２】第１実施形態の調温貯蔵装置に調温対象物を積載した際の空調風の流れを示す図
である。
【図３】第１実施形態の調温貯蔵装置の構成を示す側面図である。
【図４】第１実施形態の調温貯蔵装置における調温対象物の収容の一態様を示す図である
。
【図５】第２実施形態の調温貯蔵装置の構成を示す側面図である。
【図６】第３実施形態の調温貯蔵装置の構成を示す側面図である。
【図７】第４実施形態の調温貯蔵装置の構成を示す側面図である。
【図８】第５実施形態の調温貯蔵装置の構成を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態に
おいて先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
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説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成
の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で
具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組み合わせばかりではな
く、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組
み合わせることも可能である。
【００１１】
　（第１実施形態）
　開示する調温貯蔵装置は、例えば、貯蔵室に収容した調温対象物を冷凍状態または冷蔵
状態にして、運搬することができる装置である。調温貯蔵装置は、車両、船舶、航空機等
の移動体に載せて運搬される。この運搬の際に調温貯蔵装置は運搬用のコンテナとして搭
載される。運搬される調温対象物は、野菜、果物、肉等の生鮮食品、冷凍状態で運搬され
る各種の冷凍食品等である。また、調温対象物は、食品ではないが所定の温度での運搬を
要する生物、物品とすることも可能である。
【００１２】
　第１実施形態では、運搬用のコンテナ３に収容される調温対象物１０を所定の温度に調
温可能な調温貯蔵装置１について、図１～図４を参照して説明する。図面に図示する上下
方向は、奥行き方向と幅方向の両方に直交する方向であり、奥行き方向は、上下方向と幅
方向の両方に直交する方向である。また、幅方向は、上下方向と奥行き方向の両方に直交
する方向である。また、各図には、調温貯蔵装置の構成を理解しやすくするために、コン
テナの内蔵部品を実線で表示している。
【００１３】
　調温貯蔵装置１は、筐体の一例であるコンテナ３に空調機２を一体に組み立てた箱体状
の装置であり、空調機２がつくり出す空調風により、コンテナ３内の通風空間３０におけ
る貯蔵室３０Ａに収容された調温対象物１０を所定の温度に調温する。ここで、調温対象
物１０の一例は、野菜、果物等の青果を入れた多数のプラコンや段ボール箱である。プラ
コンは、側面及び底面に網状の通気面が形成され、上下方向に嵌め合い積層可能な構成を
有するプラスチック箱の略称である。また段ボール箱には、側面及び底面に通気穴が形成
されている。貯蔵室３０Ａを流れる空調風は、この通気穴からプラコンや段ボール箱の内
部に対して出入りする。
【００１４】
　空調機２は、例えば、冷凍サイクル装置、放熱用ファン、空調空気を駆動する送風機２
１、空調空気が貯蔵室３０Ａに向けて流れる送風用ダクト２２、各機器の作動を制御する
制御装置等を空調ユニットとして構成した装置である。冷凍サイクル装置は、例えば電動
圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器２０等を環状に配管接続して構成される冷媒回路であり
、電動圧縮機の駆動力により冷媒が循環する。空調機２のうち、冷凍サイクル装置、放熱
用ファン、送風機２１、及び制御装置はコンテナ３の奥行き方向の一方の端部に装着され
、送風用ダクト２２はコンテナ３に対して奥行き方向の一方の端部及び下部に装着される
。以下、奥行き方向の一方の端部を、説明の便宜上、前部と称する。
【００１５】
　電動圧縮機は、電動モータと圧縮機構部とを組み合わせて構成される。電動圧縮機は、
電動モータにより圧縮機構部が駆動され、制御装置によって電動モータへの印加電圧制御
されることで冷凍サイクルの運転状態を制御し、蒸発器２０によって空気調和される空気
の温度が制御される。送風用ダクト２２は、前述したように、コンテナ３の前部で上下方
向に延び、さらにコンテナ３の底部で奥行き方向に延びる空気通路を構成する。この送風
用ダクト２２は、貯蔵室３０Ａの空気を吸引して再び貯蔵室３０Ａに戻すための空気通路
を構成する部材であり、その内部に送風機２１及び蒸発器２０が設置されている。
【００１６】
　放熱用ファンは、凝縮器とコンテナ３の外部の空気とを強制的に熱交換させる電動ファ
ンであり、制御装置によって風量が制御される。送風機２１は、貯蔵室３０Ａの空気を送
風用ダクト２２の内部に吸込み、蒸発器２０を通過した空気を再び貯蔵室３０Ａに吹き出
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させるための電動ファンであり、制御装置によって風量が制御される。
【００１７】
　また制御装置は、貯蔵室３０Ａに吹き出される冷気の温度を検出する温度センサから冷
気温度を取得する。制御装置は、設定された設定温度と、温度センサから取得した冷気温
度に基づいて、貯蔵室３０Ａの温度が設定温度を維持するように、電動圧縮機の電動モー
タ等を制御する。例えば、制御装置は、設定温度と冷気温度に基づいて電動モータの通電
量をインバータ制御して、圧縮機の回転数を制御する。また、制御装置は、冷凍サイクル
装置の運転状態に応じて放熱用ファンの電動モータへの通電をオン、オフ制御して凝縮器
の放熱量を制御する。
【００１８】
　コンテナ３内の通風空間３０には、空調機２で作り出した空調風を通風空間３０に吹き
出させる吹出口２３と、通風空間３０の空気を空調機２へ戻す吸込口２４とが開口してい
る。吹出口２３は、送風用ダクト２２の下流端に開口する空調風の吹出部であり、通風空
間３０において、奥行き方向の他方の端部の下端に位置する。以下、奥行き方向の他方の
端部を、説明の便宜上、後部と称する。したがって、吹出口２３は、通風空間３０におい
て後部の下端で開口する。吸込口２４は、通風空間３０に形成される貯蔵室３０Ａおよび
差圧形成室３０Ｂを流れてきた空調風が通風空間３０から流出する吸込部であり、通風空
間３０において、前部の上端に位置する。したがって、吹出口２３と吸込口２４は、通風
空間３０において、対角の位置関係にあり、互いに最も遠く離れた場所に設けられている
。通風空間３０は、区画板６によって貯蔵室３０Ａと差圧形成室３０Ｂの２つの室に区画
されている。
【００１９】
　区画板６は、遮風部６ａと整流部６ｂとを有する。区画板６は、例えばアルミ等の金属
材料により形成された板部材である。区画板６は、例えば高さ方向および幅方向に平行な
平板である。区画板６は、吸込口２４と所定の距離だけ離間して設置されている。区画板
６は、吹出口２３と吸込口２４とがそれぞれ別の室に対して開口するように通風空間３０
を区画している。より具体的には、区画板６は、吹出口２３が貯蔵室３０Ａに対して開口
し、吸込口２４が差圧形成室３０Ｂに対して開口するように通風空間３０を区画する。換
言すれば、区画板６によって区画された通風空間３０の２つの室のうち、吹出口２３の開
口する室が貯蔵室３０Ａであり、吸込口２４の開口する室が差圧形成室３０Ｂである。す
なわち、貯蔵室３０Ａは、吹出口２３と差圧形成室３０Ｂとの間に区画形成される室であ
り、差圧形成室３０Ｂは、貯蔵室３０Ａと吸込口２４との間に区画形成される室である。
区画板６は、貯蔵室３０Ａの体積が差圧形成室３０Ｂよりも大きくなるように通風空間３
０を区画する。
【００２０】
　区画板６は、コンテナ３に固定されて設置されている。区画板６は、例えば通風空間３
０の天井部、壁部および底部に形成されたフレーム部にねじ止めされてあらかじめ決めら
れた位置に固定されている。貯蔵室３０Ａを区画しているコンテナ３の壁部には、調温対
象物１０を内部に搬入するための、ドア等の入口部が設けられている。したがって、差圧
形成室３０Ｂには調温対象物１０を収容できない構成になっている。
【００２１】
　遮風部６ａは、区画板６において空調風の通風を遮断する領域である。遮風部６ａは、
孔部やスリット等の開口が形成されていない板部として構成され、空調風の通風を遮断で
きる構造となっている。遮風部６ａは、区画板６における通風空間３０の天井部から下方
の所定の高さまでの所定寸法の部分である。すなわち遮風部６ａは、通風空間３０の上方
で空調風が貯蔵室３０Ａから差圧形成室３０Ｂへと通風することを阻止する。
【００２２】
　整流部６ｂは、区画板６において空調風の通風を許容する領域である。整流部６ｂは、
遮風部６ａの下方に設けられている。整流部６ｂは、例えば複数の孔部６１が形成された
金属板、いわゆるパンチングメタルとして構成されている。複数の孔部６１は、整流部６
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ｂの全体にわたって形成されている。図１では複数の孔部６１を円形状の貫通孔として示
しているが、その形状は限定されるものではなく、例えば孔部６１は多角形状の貫通孔で
あってもよい。複数の孔部６１は、例えば整流部６ｂにおける単位面積当たりの数および
大きさが一定となるように形成されている。換言すれば、複数の孔部６１は、整流部６ｂ
の全領域に片寄りなく形成されている。整流部６ｂを通過する空調風は、貯蔵室３０Ａか
ら複数の孔部６１を通過して差圧形成室３０Ｂへと流入する。整流部６ｂにおいて、複数
の孔部６１が形成されていない部分は、整流部６ｂを通過する空調風に通風抵抗を与える
抵抗部６２である。
【００２３】
　整流部６ｂは、貯蔵室３０Ａの底部から遮風部６ａの下端の高さまでの上下寸法を有す
る。整流部６ｂの上下寸法は、調温対象物１０が収容され得る最大の高さと同等となって
いる。すなわち、整流部６ｂの上下寸法によって調温対象物１０の好適な最大収容量が決
定される。整流部６ｂの上下寸法は、例えば調温対象物１０の収容作業における作業性を
考慮して決定される。または、調温貯蔵装置１が貯蔵可能な重量等から調温対象物１０の
最大収容量が決定され、この最大収容量から整流部６ｂの上下寸法が決定されていてもよ
い。
【００２４】
　整流部６ｂは、その開口率が０．５％から３０％の間となっている。ここで、開口率と
は、整流部６ｂの面積に対して複数の孔部６１の開口面積が占める割合である。整流部６
ｂの開口率は、送風機２１が送風する空気の風量に対して適宜設定される。
【００２５】
　第１案内板５ａおよび第２案内板５ｂは、吹出口から吹き出した空調風の風向を案内す
る風向案内部材である。以下において、第１案内板５ａおよび第２案内板５ｂを特に区別
する必要がない場合、単に案内板と表記する場合がある。案内板は、吹出口２３に対応す
る位置で、吹出口２３の幅方向長さ以上の幅方向長さを有する矩形状の板である。したが
って、案内板は、吹出口２３の幅の全範囲にわたって設けられるものである。案内板は、
吹出口から吹き出した空調風の風向が貯蔵室３０Ａの前部へ向かうように、その角度を設
定されて設けられている。調温貯蔵装置１においては、第１案内板５ａおよび第２案内板
５ｂの２つの案内板が、上下方向に配置されている。
【００２６】
　第１案内板５ａは、第２案内板５ｂの下方に設けられた案内板であり、吹出口２３から
吹き出された空調風の一部を貯蔵室３０Ａの前部に向かうように案内する。第１案内板５
ａには、空調風の残りが第２案内板５ｂへと吹き抜ける際に通過する開口部５１が形成さ
れている。開口部５１は、第１案内板５ａによって案内される空調風の風量と、第２案内
板５ｂによって案内される空調風の風量とが同等になるような開口面積の開口である。
【００２７】
　第２案内板５ｂは、第１案内板５ａの開口部５１を通過した空調風の風向を案内する風
向案内部材である。第１案内板５ａおよび第２案内板５ｂは、これら２つの案内板によっ
て分岐した空調風が、整流部６ｂの高さに対して等間隔で案内される高さにそれぞれ設置
されている。
【００２８】
　案内板が上下方向に２つ設置されていることにより、吹出口２３から吹き出された空調
風は、流れが上下方向に分配されるように調整されて貯蔵室３０Ａに対して案内される。
これにより、後述の整流部６ｂの高さ領域における空調風の流れの層がより形成されやす
くなる。また案内板は、上下方向に３つ以上設置されていてもよい。案内板は、上下方向
に設置される数が多いほどより整流部６ｂに対して空調風の流れの層を形成しやすくなる
。
【００２９】
　案内板は、上下方向の角度が変更可能に構成されていてもよい。すなわち、案内板の角
度を調整することで、空調風の吹出角度を荷物積載の現場や調温貯蔵装置１の出荷段階や
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納入段階で所望の角度に調整可能に構成されていてもよい。また、案内板がレール等によ
って上下方向にスライド可能に設置される構成等により、案内板の高さが変更可能に構成
されていてもよい。このような構成によれば、空調風を調温対象物１０の配置によってよ
り効率的に調温できる空調風の流れを形成するために、空調風の風向を調整することがで
きる。
【００３０】
　次に、通風空間３０を通風する空調風の流れについて図２および図３を用いて説明する
。空調機２が作動すると、送風機２１が空気の送風を開始する。この送風によって、送風
機２１の前後で差圧が発生する。すなわち、区画板６から送風機２１までの間の空気が送
風機２１によって吸い出され、送風機２１から送風用ダクト２２を通過して区画板６に到
達するまでの空間に吹き出されるため、区画板６から送風機２１までの区間は、他の区間
に対して負圧となる。これは、空調機２が吸込口２４から差圧形成室３０Ｂの空気を吸い
出し、吹出口２３から貯蔵室３０Ａへと吹き出すことによって、差圧形成室３０Ｂが貯蔵
室３０Ａに対して負圧になる、と言い換えることもできる。これにより、差圧形成室３０
Ｂと貯蔵室３０Ａとの間に差圧が形成される。
【００３１】
　吹出口２３から貯蔵室３０Ａに吹き出された空調風は、案内板５ａ、５ｂによって整流
部６ｂの方向に案内される。差圧形成室３０Ｂと貯蔵室３０Ａとの間の差圧により、貯蔵
室３０Ａ内の空調風は、整流部６ｂによって吸引される。すなわち、空調風は、整流部６
ｂに形成された複数の孔部６１の全部に対して分散して吸い込まれる。また、遮風部６ａ
の高さ領域を通風する空調風は、遮風部６ａによって貯蔵室３０Ａから差圧形成室３０Ｂ
への通過を遮られている。したがって、遮風部６ａの高さ領域を通風する空調風は遮風部
６ａによって整流部６ｂへと導かれるように貯蔵室３０Ａ内を流れる。このため、貯蔵室
３０Ａ内において、整流部６ｂが形成されている上下方向の領域全体に対して空調風が流
れる。すなわち、区画板６に形成された遮風部６ａおよび整流部６ｂによって、貯蔵室３
０Ａを通風する空調風は、整流部６ｂ側に片寄って流れる。換言すれば、貯蔵室３０Ａに
は、整流部６ｂの高さ領域で空調風の流れの層が形成される。
【００３２】
　以上のように、貯蔵室３０Ａにおいて形成される空調風の流れの層は、区画板６によっ
て差圧形成室３０Ｂに形成される負圧によるものであり、調温対象物１０の量や配置に関
わらず形成されるものである。したがって、例えば図２のように調温対象物１０が隙間を
空けて配置されていても、この隙間を吹き抜ける空調風の流れが支配的となることを抑制
でき、調温対象物１０に対して均一に空調風が通風する。このように、調温対象物１０の
量または配置が適宜変更されても、貯蔵室３０Ａに収容された全ての調温対象物１０に対
して均一に空調風が通風される。すなわち、調温対象物１０の調温ムラを改善することが
できる。
【００３３】
　図４に示すように、貯蔵室３０Ａに収容された調温対象物１０は、その高さが整流部６
ｂの高さを超えて収容されてもよい。貯蔵室３０Ａにおける空調風の流れは、整流部６ｂ
側に片寄った流れになるが、一部の空調風は整流部６ｂの高さよりも高い領域、すなわち
遮風部６ａの高さ領域を通風した後、整流部６ｂの上方の孔部６１へと吸い込まれる流れ
を形成する。したがって、調温対象物１０が整流部６ｂの高さよりも高く積載された場合
であっても、この一部の空調風の流れによって、全ての調温対象物１０に対して空調風を
通風させることができる。
【００３４】
　貯蔵室３０Ａ内を通風する空調風は、貯蔵室３０Ａに収容された調温対象物１０を所定
の温度に調温する。区画板６によって貯蔵室３０Ａに均一な空調風の流れが形成されてい
るため、空調風は貯蔵室３０Ａに収容された全ての調温対象物１０に対して通過する。し
たがって、調温対象物１０は、すべてムラなく調温される。
【００３５】
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　次に、第１実施形態の調温貯蔵装置１がもたらす作用効果について説明する。調温貯蔵
装置１は、調温対象物１０が収容される貯蔵室３０Ａを内部に有するコンテナ３と、コン
テナ３に一体に設置されて、送風機２１によって貯蔵室３０Ａに送風される空調風をつく
る空調機２とを備える。調温貯蔵装置１は、送風機２１によって送風された空調風を貯蔵
室３０Ａに向けて吹き出す吹出口２３と、吹出口２３と貯蔵室３０Ａを介して設けられ、
空調風を吸い込む吸込口２４とを備える。調温貯蔵装置１は、貯蔵室３０Ａと吸込口２４
との間に貯蔵室３０Ａに対して負圧となる差圧形成室３０Ｂを区画形成する区画板６を備
える。区画板６は、貯蔵室３０Ａの天井部から所定の高さまで空調風の通風を遮断する遮
風部６ａと、遮風部６ａの下方に設けられ、空調風が貯蔵室３０Ａから差圧形成室３０Ｂ
へ通風抵抗を受けつつ通過可能な整流部６ｂとを有する。
【００３６】
　この調温貯蔵装置１によれば、区画板６によって差圧形成室３０Ｂを形成することによ
って、貯蔵室３０Ａから差圧形成室３０Ｂに対して空調風が吸い込まれる流れが形成され
る。区画板６は、遮風部６ａと整流部６ｂを有しているため、区画板６を通過する空調風
は、整流部６ｂ側に片寄るようにして流れる。この整流部６ｂ側に片寄った空調風の流れ
により、貯蔵室３０Ａにおける調温対象物１０が収容され得る空間に対して空調風を均一
に通風させることができる。これにより、調温ムラを改善できる。また、整流部６ｂ側に
片寄った空調風の流れは、調温対象物１０の量または配置に関わらず形成される。したが
って、空調風が調温対象物１０の上部や、調温対象物１０と調温対象物１０との間を吹き
抜けることを抑制できる。すなわち、調温対象物１０の量や配置による調温性能の低下を
抑制でき、これにより作業性を向上できる。さらに、調温対象物１０の収容作業において
シャッター等を設置する必要がないため、この点でも作業性を向上できる。以上により、
調温ムラを改善するとともに、作業性を向上可能な調温貯蔵装置１を提供することができ
る。
【００３７】
　区画板６は、コンテナ３の内部においてあらかじめ決められた位置に固定されている。
これによれば、区画板６があらかじめコンテナ３に対して備え付けられているため、調温
対象物１０を収容する際に作業者が区画板６を取り付けるといった作業を行う必要がない
。したがって、作業性をより向上することができる。
【００３８】
　区画板６は、遮風部６ａと整流部６ｂとを一体に有する板状部材である。この構成によ
れば、遮風部６ａと整流部６ｂとを別体に設置する場合よりも、区画板６をコンテナ３に
対して簡単に組み付けることができる。
【００３９】
　整流部６ｂは、空調風が通風可能な複数の孔部６１を全体にわたって有する。これによ
れば、整流部６ｂの全体に対して空調風が吸引される。したがって、貯蔵室３０Ａにおけ
る整流部６ｂの高さ領域においてより均一に空調風を通風することができる。したがって
、貯蔵室３０Ａ内における調温ムラをさらに改善することができる。
【００４０】
　調温貯蔵装置１は、貯蔵室３０Ａに吹き出した空調風を案内する案内板を上下方向に複
数有する。これによれば、貯蔵室３０Ａに吹き出す空調風の流れを上下方向に分配するよ
うに調整できるため、整流部６ｂによる空調風の流れの層をより容易に形成することがで
きる。
【００４１】
　調温貯蔵装置１は、車両、船舶、航空機の少なくとも１つによって運搬される。これに
よれば、車両、船舶、航空機の少なくとも１つの移動体によって運搬される運搬用のコン
テナに調温貯蔵装置１を適用できる。運搬用のコンテナは、比較的長い期間にわたって調
温対象物１０を収容するため、調温対象物１０を調温ムラなく均一に調温する必要性が高
い。したがってこのようなコンテナに対して調温貯蔵装置１を適用することで、調温ムラ
の改善の効果が大きい。
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【００４２】
　（第２実施形態）
　第２実施形態について図５を参照して説明する。第２実施形態において、第１実施形態
に係る図面と同一符号を付した構成部品及び説明しない構成は、第１実施形態と同様であ
り、同様の作用効果を奏するものである。第２実施形態では、第１実施形態と異なる部分
のみ説明する。
【００４３】
　第２実施形態の調温貯蔵装置１は、送風用ダクト２２２がコンテナ３の前部で上下方向
に延び、さらにコンテナ３の天井部で奥行方向に延びる空気通路を形成する。吹出口２３
は、通風空間３０において、奥行き方向の他方の端部の上端に位置する。すなわち、吹出
口２３は、通風空間３０において後部の上端で開口する。吸込口２４は、貯蔵室３０Ａに
おいて、前部の下端に位置する。すなわち、空調風は貯蔵室３０Ａの後部の上端から吹き
出し、差圧形成室３０Ｂに形成された差圧によって整流部６ｂに対して吸引され、差圧形
成室３０Ｂの前部の下端から吸い込まれる。
【００４４】
　第１案内板５ａおよび第２案内板５ｂは、第１案内板５ａが上方で第２案内板５ｂが下
方に位置するように設けられている。案内板は、貯蔵室３０Ａの後部の上端から吹き出し
た空調風を整流部６ｂに対して案内するように角度および位置が調整されている。
【００４５】
　第２実施形態の調温貯蔵装置１においても、差圧形成室３０Ｂに貯蔵室３０Ａに対する
負圧を付与できる。したがって、貯蔵室３０Ａにおいて調温対象物１０が収容され得る部
分に空調風を層のように通風させることができ、第１実施形態の調温貯蔵装置１と同様の
作用効果を得ることができる。
【００４６】
　（第３実施形態）
　第３実施形態について図６を参照して説明する。第３実施形態において、第１実施形態
に係る図面と同一符号を付した構成部品及び説明しない構成は、第１実施形態と同様であ
り、同様の作用効果を奏するものである。第３実施形態では、第１実施形態と異なる部分
のみ説明する。
【００４７】
　第３実施形態の調温貯蔵装置１は、送風用ダクト２２２がコンテナ３の天井部で奥行方
向に延びる空気通路を形成する。吹出口２３は、第２実施形態の調温貯蔵装置と同様に通
風空間３０において、奥行き方向の他方の端部の上端に位置する。すなわち、吹出口２３
は、通風空間３０において後部の上端で開口する。吸込口２４は、差圧形成室３０Ｂにお
いて、前部の上端に位置する。したがって、差圧形成室３０Ｂはコンテナ３の前端に位置
している。送風機２１および蒸発器２０は、送風用ダクト２２２の内部、すなわちコンテ
ナ３の天井部に配置されている。したがって、第３実施形態の調温貯蔵装置１は、貯蔵室
３０Ａの奥行方向の寸法を大きく設定でき、調温対象物１０を収容可能な容積を大きくす
ることができる。
【００４８】
　すなわち、空調風は貯蔵室３０Ａの後部の上端から吹き出し、差圧形成室３０Ｂに形成
された差圧によって整流部６ｂに対して吸引され、差圧形成室３０Ｂの前部の上端から吸
い込まれる。第２実施形態の調温貯蔵装置１においても、差圧形成室３０Ｂに貯蔵室３０
Ａに対する負圧を付与できる。したがって、貯蔵室３０Ａにおいて調温対象物１０が収容
され得る部分に空調風を層のように通風させることができ、上述の実施形態の調温貯蔵装
置１と同様の作用効果を得ることができる。
【００４９】
　（第４実施形態）
　第４実施形態について図７を参照して説明する。第４実施形態において、前述の実施形
態に係る図面と同一符号を付した構成部品及び説明しない構成は、前述の実施形態と同様
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であり、同様の作用効果を奏するものである。第４実施形態では、前述の実施形態と異な
る部分のみ説明する。
【００５０】
　第４実施形態の調温貯蔵装置１は、区画板６に、整流部６ｂの上部の通風を遮断する封
止部材７が設置されている。封止部材７は、ビニルシート等の可撓性のシート部材によっ
て提供することができる。封止部材７は、例えば遮風部６ａの下端から吊り下げられるよ
うにして区画板６に固定される。封止部材７は、その上端部分のみが区画板６に固定され
る。封止部材７は、整流部６ｂの上端から所定の高さまでの領域を、空調風が通風しない
ように封止することができる。すなわち、封止部材７は、整流部６ｂを閉塞し、空調風の
孔部６１の通過を遮断する。封止部材７は、整流部６ｂの上端から下端まで、すなわちコ
ンテナ３の底部までを封止可能な上下方向寸法を有していてもよい。
【００５１】
　図７に示すように、封止部材７は、調温対象物１０を収容した際に調温対象物１０の上
部に乗せるようにして設置される。収容された調温対象物１０の高さが整流部６ｂの上端
の高さよりも低いと、図７に示すように、封止部材７は整流部６ｂの上端から調温対象物
１０の上部の高さまでの領域を閉塞する。この整流部６ｂの封止部材７によって閉塞され
た領域を上部領域と表記する。封止部材７は、上部領域を閉塞することで、空調風が上部
領域を通過することを阻止している。封止部材７は可撓性のシート部材により形成されて
おり、調温対象物１０の上部に容易に乗せることができる。このため、調温対象物１０の
量および配置が変化して調温対象物１０の高さが変化した場合でも、上下寸法の範囲内に
おいて確実に整流部６ｂにおける上部領域を閉塞することができる。
【００５２】
　次に第４実施形態の調温貯蔵装置１がもたらす作用効果について説明する。調温貯蔵装
置１は、整流部６ｂの上部領域における空調風の通風を規制する封止部材７を有する。こ
れによれば、調温対象物１０の高さが整流部６ｂの上端よりも低い場合に、整流部６ｂに
おける上端と調温対象物１０の上部の高さとの間を空調風が通風することを阻止すること
ができる。したがって、調温対象物１０により多くの空調風を通風させることができ、調
温性能をさらに向上することができる。
【００５３】
　（第５実施形態）
　第５実施形態について図８を参照して説明する。第５実施形態において、前述の実施形
態に係る図面と同一符号を付した構成部品及び説明しない構成は、前述の実施形態と同様
であり、同様の作用効果を奏するものである。第５実施形態では、前述の実施形態と異な
る部分のみ説明する。
【００５４】
　第５実施形態の調温貯蔵装置１は、調温対象物１０の上部を被覆可能な被覆部材８を有
する。被覆部材８は、例えば所定の面積を有する可撓性のシート部材により提供される。
被覆部材８は、調温貯蔵装置１の他の部材に固定されてない状態で調温対象物１０の上部
に設置される。または、被覆部材８は、調温貯蔵装置１の所定の部材、例えば貯蔵室３０
Ａの天井部または壁部等に吊り下げられるように固定されていてもよい。被覆部材８は、
調温対象物１０の上部を被覆することで空調風の通風を遮断する。したがって、調温対象
物１０の上部付近に空調風が集中して通風することを抑制することができるため、調温ム
ラをより改善することができる。
【００５５】
　（他の実施形態）
　この明細書の開示は、例示された実施形態に制限されない。開示は、例示された実施形
態と、それらに基づく当業者による変形態様を包含する。例えば、開示は、実施形態にお
いて示された部品、要素の組み合わせに限定されず、種々変形して実施することが可能で
ある。開示は、多様な組み合わせによって実施可能である。開示は、実施形態に追加可能
な追加的な部分をもつことができる。開示は、実施形態の部品、要素が省略されたものを
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包含する。開示は、ひとつの実施形態と他の実施形態との間における部品、要素の置き換
え、または組み合わせを包含する。開示される技術的範囲は、実施形態の記載に限定され
ない。開示されるいくつかの技術的範囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さら
に特許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内での全ての変更を含むものと解される
べきである。
【００５６】
　上述の実施形態において、整流部６ｂに形成された複数の孔部６１は、全体にわたって
数および大きさが一様であるとしたが、数および大きさが領域によって変更されている構
成であってもよい。例えば、複数の孔部６１は整流部６ｂの上部ほど数が少なくなるよう
に、または大きさが小さくなるように形成されている構成であってもよい。換言すれば、
整流部６ｂは、上部ほど通風抵抗が大きくなる構成であってもよい。この構成では、整流
部６ｂの上部ほど空調風の通風量が小さくなる。このため、一部の空調風が整流部６ｂよ
りも高い位置を通風してしまう場合でも、この一部の空調風が整流部６ｂの上部に集中し
て吹き込み調温対象物１０の上部に集中して空調風が通風することによる調温ムラを抑制
することができる。
【００５７】
　上述の実施形態において、区画板６は遮風部６ａと整流部６ｂが形成された１枚の板部
材であるとした。これに代えて、区画板６は、遮風板と整流板の２枚の板部材によって構
成されていてもよい。
【００５８】
　上述の実施形態において、整流部は、複数の孔部６１が形成されているとしたが、空調
風が通風抵抗を受けつつ通過できる構成であれば、この構成に限定されない。例えば、整
流部は、複数のスリットが並んで形成された構成であってもよい。このとき、複数のスリ
ットは、一様に並んでいる構成であるとより空調風の流速が均一化されるため望ましい。
または、整流部は、複数の板が間隙を開けて並べられた構成であってもよい。
【００５９】
　上述の実施形態において、区画板６は金属の平板であるとしたが、区画部材としての機
能を有していれば遮風部６ａまたは整流部６ｂの少なくとも一方が金属以外の板部材でも
よい。また、区画板６の代わりに、遮風部６ａまたは整流部６ｂの少なくとも一方にシー
ト部材を適用してもよい。例えば、整流部６ｂに孔部またはスリット等が形成されたビニ
ルシートを区画部材として適用してもよい。
【００６０】
　上述の実施形態において、区画板６はコンテナ３に対して固定されている構成であると
した。これに代えて、区画板６はコンテナ３に対して移動可能な構成であってもよい。例
えば、コンテナ３に設置されたレール部に区画板６が取り付けられ、このレール部に沿っ
て区画板６が奥行き方向に移動可能な構成であってもよい。この構成であれば、貯蔵室３
０Ａの体積を変更できるため、調温対象物１０の収容可能量を任意に変更することができ
る。
【００６１】
　上述の実施形態において、調温貯蔵装置１は風向調整板を備えるとしたが、風向調整板
を備えない構成であってもよい。風向調整板を備えない場合であっても、貯蔵室３０Ａに
空調風が吹き出せば、区画板６によって貯蔵室３０Ａの空調風が吸引されるため、整流部
６ｂの高さ領域において空調風の流れの層を形成することができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１…調温貯蔵装置、　２…空調機、　３…コンテナ（筐体）、５ａ…第１案内板（風向
案内部材）、　５ｂ…第２案内板（風向案内部材）、　６…区画板（区画部材）、　６ａ
…遮風部、　６ｂ…整流部、　６１…孔部、　７…封止部材、　８…被覆部材、　１０…
調温対象物、　２１…送風機、　２３…吹出口（吹出部）、　２４…吸込口（吸込部）、
　３０Ａ…貯蔵室、　３０Ｂ…差圧形成室、
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